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１ 第２次あきる野市総合計画の構成及び期間

第２次あきる野市総合計画（以下「第２次計画」という。）は、第１次あきる野市総合計画と同様に、

総合的かつ計画的な市政運営を図るための計画であり、基本構想、基本計画、国土強靱化地域計画及

び実施計画により構成し、計画期間を 10 年間とします。

（１）基本構想（令和４年度～令和 13 年度）

第２次計画の基礎となるものであり、市のまちづくりに対する基本的な考え方（最上位の方針）、

基本理念、将来都市像及びこれらを実現するための施策の方向性を示すものです。

（２）基本計画（前期基本計画：令和４年度～令和８年度 後期基本計画：令和９年度～令和 13 年度）

基本構想を実現するための具体的な施策やその目標を総合的かつ体系的に示すものです。施策等

を体系化するに当たり、「都市整備分野」「産業振興分野」「市民生活・環境分野」「保健福祉分野」

「教育・文化・スポーツ分野」「行財政分野」の６つの分野を設定しました。また、各分野では、

現状や課題、目標となる指標、施策の内容等を示します。

（３）国土強靱化地域計画（令和４年度～令和８年度）

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第 13 条に

基づき、本市に、どのような大規模自然災害等が起こっても機能不全に陥らず、いつまでも元気で

あり続ける「強靱な地域」をつくりあげるための計画であり、基本構想の実現に向けて、本市の強

靱化という観点から、行政全般に関わる基本的な方針を示すものとなります。

基本計画と同様に、行政全般に関わる性質を有することから、第２次計画の策定に当たり、基本

計画と同列に位置付けられるものとしました。

（４）実施計画

基本計画の施策を推進するため、予算の状況に合わせて施策ごとの事業内容を別途示すものであ

り、毎年度、見直し・策定します。

２ ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理

第２次計画が、「あきる野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を内包するものであること等を踏ま

え、将来都市像「豊かな自然と人々の絆に包まれ 人やまち、文化を育む 安全・安心なまち あき

る野」の実現に向けて、基本計画の各分野に設けた成果目標等を用いて、毎年度、施策の進捗管理を

行い、必要に応じて、施策の推進方法の見直し等（改善）を行います。

また、基本計画の見直しに当たっては、基本計画の成果を検証し、その結果等を反映させていきま

す。なお、進捗管理は、ＰＤＣＡサイクル（計画－実行－評価－改善）の手法を活用します。
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３ 進捗管理方法

別添「第２次あきる野市総合計画 令和４年度進捗管理シート」のとおり

（１）施策の成果目標

基本計画の各分野において、施策の成果目標を数値等で示しているものについては、各所管課が

「実績値」「自己評価」「取組における進捗状況」を踏まえ、「翌年度の取組」について検討します。

自己評価基準は次のとおりです。

（２）各施策の内容

基本計画の各分野における個別施策について、各所管課が「取組における進捗状況」「取組におけ

る課題」を踏まえ、「翌年度の取組」について検討します。

４ 進捗管理の体制

各所管課から提出された施策の進捗管理の内容について、あきる野市総合計画審議会にて審議し、

進捗管理結果に審議会の意見を付記します。

また、その結果については市に報告し、市の行財政の基本方針、重要施策等を審議決定する経営会

議にて審議し、施策推進の資料とします。
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５ 総合計画審議会委員名簿（令和４年１２月現在）

選出区分 所属等 役 氏 名

市の行政委員会 あきる野市教育委員会教育長職務代理者 田野倉 美 保

市の行政委員会 あきる野市農業委員会会長 甲 野 富 和

公共的団体その他関係団体の代表者 あきる野市町内会・自治会連合会会長 小 山 正 弘

公共的団体その他関係団体の代表者 あきる野市防災・安心地域委員会本部長 山 﨑 勇

公共的団体その他関係団体の代表者 秋川農業協同組合代表理事組合長 坂 本 勇

公共的団体その他関係団体の代表者 東京都森林組合専務理事 齋 藤 孝

公共的団体その他関係団体の代表者 秋川漁業協同組合代表理事組合長 安 永 勝 昭

公共的団体その他関係団体の代表者 一般社団法人あきる野市観光協会会長 浦 野 知 昭

公共的団体その他関係団体の代表者 あきる野商工会会長 松 村 博 文

公共的団体その他関係団体の代表者 あきる野青年会議所理事長 島 香 裕 一

公共的団体その他関係団体の代表者 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長 倉 田 克 治

公共的団体その他関係団体の代表者 あきる野市健康づくり市民推進委員会会長 伊 東 満 子

公共的団体その他関係団体の代表者 あきる野市文化団体連盟会長 野 島 健 也

公共的団体その他関係団体の代表者 NPO 法人あきる野市スポーツ協会会長 吉 田 榮久夫

市民の代表 椚 敏 男

市民の代表 多 田 恵 子

市民の代表 近 藤 怜 美

学識経験を有する者 東京都立大学名誉教授 菊 地 俊 夫

学識経験を有する者 明星大学人文学部教授 横 倉 三 郎

学識経験を有する者 あきる野市医師会会長 下 村 智

学識経験を有する者 あきる野市都市計画審議会会長 町 田 修 二

学識経験を有する者 あきる野市環境審議会会長 江 添 真 司

学識経験を有する者 あきる野市子ども・子育て会議委員長 吉 田 正 幸


